
令和８年４月２２日 

ＰＴＡ会員の皆さま  

鎌ケ谷市立道野辺小学校  

ＰＴＡ会長 吉岡 篤 

令和８年度 

鎌ケ谷市立道野辺小学校ＰＴＡ定期総会議決結果 
（書面開催） 

 

 日頃より、道野辺小学校のＰＴＡ活動にご理解ご協力いただき、誠にありがとうござい

ます。 

 この度は定期総会の書面表決にご協力いただきありがとうございました。結果を以下の

通りご報告いたします。  

  

１. 日時 令和８年４月２２日（水）１３時  

２. 場所 鎌ケ谷市立道野辺小学校 ＰＴＡ会議室  

３. 議長 吉岡 篤 

４. 定足数 会員   ６９１ 名 （ 回答  ４２７名 うち無効  ６名 ） 

よって、会則第４章総会第１２条に基づき、会員の３分の１以上の出席があった事か

ら有効に成立しました。  

 

５. 議事                      賛成   反対   会長一任 

第１号議案      令和７年度 事業報告     ２４０件   ０件  １８１件 

第２号議案      令和７年度 会計決算報告   ２３９件   ０件  １８２件 

第３号議案      令和７年度 会計監査報告   ２３８件   ０件  １８３件 

第４号議案      令和８年度 事業計画（案）  ２３２件   ０件  １８９件 

第５号議案      令和８年度 会計予算（案）    ２３１件   ０件  １９０件 

第６号議案      令和８年度 ＰＴＡ役員候補者 ２３０件   ０件  １９１件 

 

６. 結果 

第１号議案から第６号議案について集計した結果、会則第４章第１２条の３に基づ

き、出席者の過半数以上の賛成（会長一任含）多数により原案の通り承認されました

ことをご報告いたします。  

 

（参考 会則第４章総会） 

第１２条 

総会は会員数の３分の１以上の出席によって成立するものとし、委任状をもって出

席にかえることができる。  

３．総会の議決は出席者の過半数で決する。  

  賛否同数のときは議長の裁決により決することができる。 


